
 

 

上富良野町ご当地キャラクター「らべとん」着ぐるみ出演規程 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、上富良野町を宣伝し、上富良野町の魅力を伝えることを目的として

かみふらの十勝岳観光協会（以下、「協会」という。）が作製した上富良野町ご当地キ

ャラクター「らべとん」（以下、「らべとん」という。）の出演に関し、必要な事項を

定めるものとする。 
 
（対象） 

第２条 出演の対象は、次の各号に該当するものとする。  
(1)  上富良野町内外の各種イベント等で、かつ上富良野町の知名度アップにつながる 

もの 

(2)  後援が上富良野町、または協会であるイベント 

(3)  前号に掲げるもののほか、会長が適当と認めたもの 

 

（出演条件） 

第３条 らべとん出演に係る条件は、次の各号のいずれにも該当するものでなければなら

ない 

 (1)  屋内外にかかわらず着替えのできる控室と、高さ２０４cm、幅１４０cm 以上の通

路を備えていること 

 (2)  出演時に会場内での安全が確保されていること 

 (3)  雨天又は降雪の時に屋外で使用しないこと 

 (4)  出演職員の業務に支障のない範囲であること 

 

（申請） 

第４条 らべとん出演を希望する者は、らべとん出演依頼申請書（様式第１号）にイベン

ト等の企画書及び第３条第１号並びに第２号に規程する事項を記載した書類を添付し

て会長に提出するものとする。 

 

 （承諾等） 
第５条 会長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容が次の各号のいずれかに

該当する場合を省き、出演を承認する。 

(1)  協会並びに上富良野町及びキャラクターの品位を傷つけ、又は、傷つける恐れの

あるとき 

(2)  着ぐるみを欠損し、又は、汚損する恐れのあるとき 

(3)  法令または公序良俗に反し、又は、反する恐れのあるとき 

(4)  イベントの内容が、特定の個人及び事業者を支援しているものと認められるとき 

(5)  イベントの内容が、政治的もしくは宗教的なものである、又は、暴力団関係者が

かかわるものと認められるとき 

(6)  前各号に掲げるもののほか、会長が不適切と認めたとき 



 

 

２ 会長は、前項により出演依頼申請の承認を決定したときは、出演承認（不承認）通知

書（様式第２号）により通知をするものとする。 

 
（使用料） 

第６条 出演料は無料とする。ただし、出演職員の人件費及び遠隔地で出演における運搬

に係る経費、旅費並びに交通費、その他の経費は、別紙（表）１に掲げるとおりとする。 
 
（使用料の納入） 

第７条 第５条第２項による承認の通知を受けた者（以下「使用者」という。）は、通知

を受けた日から起算して１週間以内に使用料を納入しなければならない。 
 
（承認の取消し等） 

第８条 会長は、使用者が第３条及び第５条に定める事項について虚偽の申請を行ったと

き、又は、承認後遵守しなかったときは、その承認を取り消すものとする。この場合に

おいて当該使用者による再度の申請は、受理しないものとする。 
 

 （原状回復） 

第９条 使用者の過失により着ぐるみを破損又は汚損したときは、使用者の責任と負担に

より補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。ただし、使用者の過

失でないことが明らかな場合はこの限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、会長が着ぐるみの補修又はクリーニングを求めたときは、

使用者は応じなければならない。 

  

（免責） 
第１０条 使用者が第８条の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、協

会はその補償の責めを負わない。 

２ 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害に対し

ては、協会は一切の責任を負わない。 

 

（補則） 
第１１条 この規程に定めるもののほか、着ぐるみの出演に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則   

 この規程は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則   

 この規程は、平成２５年９月２５日から適用する。 

 

 

 



別紙（表）１

申請者区分 出演料 人件費 旅費並びに交通費 その他経費 備考

１　上富良野町に関する事
　　業等での使用


無料
４時間まで　６，０００円

１日　１２，０００円
観光協会旅費規程に
準ずる

その他出演に際し経費
が発生するときは、協議
する。

２　その他の団体等 
無料
４時間まで　６，０００円

１日　１２，０００円
観光協会旅費規程に
準ずる

その他出演に際し経費
が発生するときは、協議
する。

「らべとん」ゆるキャラ着ぐるみ出演規程第
４条の申請を行ったもので、同規程第５条
第２項の承諾通知を受けたものに限る。

　　　「らべとん」出演料金等について

　　　　　　　　　　　　　らべとんの出演は、２名一組として対応しますので、出演料等は概ね２倍程度となります。
　　　　　　　　　　　　　なお、出演に伴い宿泊を伴うときは、その日数分も加算し出演料をいただきます。この表にない事項については、
　　　　　　　　　　　　　別途協議することとします。
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